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高商連ニュース 

 

春の運動チラシができました 
１月１５日までには各民商に届きます。会員の手での配布、知り合い・取引業者への手渡し等、対話活動に活用し

ましょう。高知新聞への折り込みもします(高知民商は市内へのポスティングをします)。 

  

2026年春の運動 読者の年度増勢＆業者比10％達成を 

日時 ２月８日(日)１０時 

会場 県立人権啓発センター(県庁前) 

参加費 １０００円 

歴史学者、治安維持法研究の第一人者・荻野富士夫・小樽商科

大学名誉教授が治安維持法の歴史と教訓について講演します。 
 
＊治安維持法：当初は、日本共産党のような社会革命を目指す

団体の活動を取り締まるものでしたが、次第に政府の政策を批

判する言論や思想全般、さらには自由主義者や労働運動、宗教

団体なども弾圧の対象となっていきました。１９２８年には最

高刑に死刑が加えられ、さらに１９４１年には刑期終了後も拘

禁できる予防拘禁制度が設けられるなど、その内容は厳しくな

っていきました。 

特別高等警察(特高警察)が取り締まりにあたり、多くの人が拷

問や虐待を受け、罪を着せられました。数十万人が逮捕され、

１,０００人以上が弾圧によって命を落としたと言われていま

す。第二次世界大戦敗戦後、１９４５年１０月１５日にＧＨＱ

の人権指令を受けて廃止されました。 

｢建国記念の日｣に反対し日本の今と未来を考える集い 
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